
移植医療の普及・啓発に関する取組みについての都道府県への   

アンケート調査（平成18年7月）の集計結果について  

道府県移植コーディネーター（Co）の状況（設問2関係）  

1．都道府県移植Coの人数  

（1）全都道府県が移植Coを設置しており、総数は51人  

（2）静同県では移植Coを3人、愛知、鹿児島県では2人設置しており、その他  

の都道府県では1人設置  

3人   

都道府県数   1（静野  2   

2．都道府県移植Coの勤務形態等  

（1）移植Co51人のうち、  

常勤は37人、非常勤は14人  

専任は40人、兼任は11人  

（2）常勤の移植Coを設置している都道府県は34  

（3）専任の移植Coを設置している都道府県は39  

うち専任・兼任両方の移植Coを設置している都道府県は1  

方  兼任のみ   計   

8   4 7   

勤務形態   専任のみ   両   

都道府県数   38  

（4）都道府県移植Coの所属先  

行政機関  関係病院  計  12人  3人  51人  

関係法人  

（腎バンク）   

移植Coの人数   所属先       36人  



2．臓器提供施設の体制整備■活動の支援（設問3関係）  

1． 研修会、講習会  

（1）臓器提供施設を対象とする研修会、講習会を実施している都道府県は33  

（2）研修会、講習会の実施内容   

・都道府県移植Coを講師とする臓器提供施設を対象とする研修会、症例検討  

会、DAP講習会   

・臓器提供施設間での意見交換会、施設連絡会議   

・ドナー家族による講演会〔茨城、長野、鹿児島〕   

・救急医療機関の医療従事者等を対象とする移植医療の現状等説明会〔兵庫〕   

・腎臓移植協力病院会議〔長崎、宮崎〕   

・鳥取県立中央病院研修医カンファレンスでの講義〔鳥取〕   

・公立看護学校での講義〔島根〕  

2．院内Co制度  

（1）院内Coを設置している都道府県は39  

院内Coの総数は1，247人  

院内Coを設置している施設の総数は606施設  

有   院内Co制度  無   計   

都道府＝県数   3 9   8   4 7   

（2）都道府県ごとの院内Co設置施設数は、11～20施設の都道府県が最も多く、  

平均の院内Co設置施設数は15施設  

院内Co  ～10施設  11～20施設  21～30施設  31～40施設  計   

設置施設数  

都道府県数   11   18   8   2   3 9   

（3）都道府県ごとの院内Coの人数は、21～30人の都道府県が最も多く、  

平均の院内Co数は32人  

院内Coの人数  へ／10人  11～20人  21～30人  31～40人  41人～   計   

都道府県数   3   7   13   4   12   3 9   

（4）院内Coの職種別内訳  

職 種   医師   看護士  技師  その他職種   計   

院内Coの人数  3 8 9   649   3 2   17 7   1，247  

「その他職種」の内訳：薬剤師、MSW、社会福祉士、CW、事務職員など  

（5）院内Coの役割  

○ 日常の活動  

・施設内における移植医療に関する体制整備  

。都道府県移植Coとの連絡調整  

○臓器提供事例発生時の活動   



・患者等（／）臓器提供に関する意思の把握  

。院内連絡調整、ドナー家族対応等  

（6）院内Coの委嘱者  

知  団体理事長   

妄毒    都道府県数  2 2  8   

病院長  

※ほか5都道府県は委嘱行為はない  

（7）院内Coを設置している都道府県のうち、32都道府県が院内Coに対する研  

修を実施  

3． 臓器提供施設に対する助成金・感謝状の交付  

臓器提供施設に対する助成金・感謝状の交付を実施している都道府県は10  

（室〕臓器提供施設に対する助成金制度の内容  

・臓器提供1件につき5～20万円を助成  

〔北海道、岩手、秋田、栃木、干葉〕  

・臓器を摘出したが結果的に臓器移植に至らなかった場合に、1件につき  

10万円を助成〔群馬〕  
る感謝状制度 

②臓器提供施設等に対すの内容  

・臓器提供施設に感謝状を交付［愛知、長崎〕  

・臓器摘出に至らなかった場合でも、ドナー情報の提供があれば、当該病院  

に感謝状を交付［岡山〕  

・献眼、献腎、骨髄移植に実績の多い医師や、バンクヘの寄付実績の多い団  

体などの臓器移植等推進功労者に感謝状を交付〔広島〕  

4． その他臓器提供施設の体制整備・活動に対する支援  

・臓器提供マニュアルの作成支援  

・臓器提供に関する意思を患者の家族に確認する際に利用することができる  

リーフレットを作成、配布〔福岡、．岩手、宮崎〕〔別添1】  

っ 臓器提供機関と連携して院内啓発ポスターを作成、配布〔岡山〕【別添2】  

・高知医療センターにおける取組［高知〕  

ア．脳死判定を的確に行える体制を構築するため、救命救急センター内で  

発生した脳死症例ごとの脳死判定についての症例検討を実施  

イ．、－一般外来・救急外来来院患者（初診患者）を対象に、臓器提供意思表  

示カード所持の状況等を調査  

ウ．脳死、臓器提供等に関する職員の意識調査を実施  

エ．脳死した患者家族の悲嘆を低減するための患者家族との関わり方等に  

ついr「寺合討を二圭l霜   



（その他）  

・角膜移植について、眼球の摘出を行った医師・看護士に係る報償費を支給  

〔新潟〕  

3．移植医療に関する普及啓発の取組（設問4関係）  

1．普及啓発事業の実施状況  

移植医療の普及啓発に関し、特徴的に、又は重点的に取り組んでいる事業  

・教育機関、医療機関等に対する移植医療に関する出前講座  

・成人式、高校卒業式等における臓器提供意思表示カードの配布  

・臓器移植推進月間に街頭キャンペーン、シンポジウム等を開催  

・都道府県オリジナルの臓器提供意思表示カードの作成・配布〔北海道、宮  

城、栃木、大阪、福岡、長崎、熊本〕  

・県民を対象に臓器提供意思表示カードの所持状況や臓器提供等に関する意  

識調査を毎年度実施〔高知〕  

・国民健康保険の被保険者証への臓器提供意思表示欄の設置〔滋賀、福岡〕  

一 県内共済組合の組合員証のカード化に際し、組合員証の余白に貼ることの  

できるシールを作成し、臓器提供意思表示カードとともに配布予定〔山形〕  

2．臓器バンク等への支援  

・普及啓発事業の委託・補助、基本財産の出損、出資  

・事務局への都道府県職員の派遣等の人的支援  

・講演会、シンポジウム等の後援  

3．臓器提供者に対する感謝状の交付等  

臓器提供者に対する感謝状の交付等を実施している都道府県は18  

※感謝状の授与者は、都道府県によって、知事とするもの、腎バンク等の関係  

団体の長とするもの等がある。  

4．移埴医療関係者との連携の状況（設問5関係）  

1．臓器移植関係推進協議会等の状況  

（1）協議会等が設置されている都道府県は24  

（2）協議会等の構成  

各都道府県に共通する構成要素としては、概ね  

・都道府県  
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・腎バンク、アイバンク   

・臓器提供施設及びその団体  

をもって構成される例が多く、これにF“、】本臓器移植ネットワーーク、医師会、患者  

団体、住民団体、警察、消防等が加わる都道府県がある。  

2． その他の関係者との連携状況   

・北陸3県腎バンク連絡会議を開催〔石川〕   

・臓器移植関連連絡先一覧を毎年作成・配布［三重〕   

・大田原市臓器移植推進協会との連携［栃木〕  

普 段感じている  び
 
 

及
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体
 
 

啓 発について   普及  5．臓器提供施設の  

［頭重埋」   

1＿ 臓器提供施設への啓発活動等   

・主治医や院内Coの心理的負担を軽減し、スムーズにオプション提示できるよ  

うにすることが必要。〔岩手、京都〕   

・患者や家族の臓器提供意思確認に関するリーフレット作成等について考え方を  

整理してほしいr〕〔北海道、三重〕   

・医療機関の窓口担当者（医師等）を固定することが必要。〔島根〕   
・臓器提供施設の体制整備の前提として、医師・看護士が学生時に「臓器移植は  

治療の選択肢の一つである」という教育を受けることが大切。〔長崎〕  

2． －一般への普及啓発   

・健康保険被保険者証への臓器提供意思表示の記入欄設定について、 国における  

普及促進の取組が必要。〔広島〕   

・厚生労働省、日本臓器移植ネットワーークによる全国的なメディアを活用した普  

及啓発が必要。〔香川、愛媛、沖縄〕   

・学校教育で臓器移植を字習するよう、厚生労働省と文部科学省との連携が必要。  

〔千葉〕  

3． その他   

・固からの情報提供や都道府県の情報交換の場として、全国をブロック別に分け  

たブロック会議の開催などの取組が必要。〔北海道〕  

・郁道府県の普及啓発事業や都道府県移植Coの人件費に対する国の財政支援が  

必要〔秋田、埼玉、福井〕   
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福岡県からめお知らせ  

福岡県では、県民の意思を尊重するために、  

皆様のお考えを御確認させて頂いております。  
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け臓器掟供を考えてみたいご「臓器掛野痛舌ほ聞き差∴く：ない二ミ・、  

ぐ竺霊】らよ㌔ぴノjお考えも、尊重きれます 

子㌻ぴ〕用紙に古記人のうえ、、スタッフにお渡しくだきい rj  

薄意思表示カードがない場合でも、ご家族の希望により、腎臓、眼球（角膜）等の提供が可能です。  

・二き；主治医は移植医療に関与していない立場で、患者様、ご家族の意思を尊重します。  
十∴㌣十＋   

提供する、しな  いによって、不利益に  なるようなことはありません。  

お問い合わせ先  
詩 一  ■▲  
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螢滝閣県保健楕視離健康対策課  

声ヨ1ニー薫弓子ア碍伺市博軍区襲二＿責了ー劇′・写′‾卜〕∴・  
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川 官：ミ：‖ ・、   －‥∴－・‥・・ ‥ ・‥：こ：－－こて 、 

ニ、：こ 言こ＝・  ■  
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様の富家族鴨  

ご家族の皆様、おつらい、悲しい時と存じます。  

提供したい、提供したくない、どちらのお気持ちも尊重し  

大切に守りたいと考えておりますので、以下の項目に○  

を付げ誓いただき、スタヅヲ臆お渡しください。  

己＝ミ云ワ亡壬一冒■て干コー 
＼ら一ち′  観き  

もノ  号／ノ   

意思表示カード  

ヨ 患者きまご本人ほ意思表示尭辺ドをお持ち習』ようか軍  

持っ若いる  持っていない  わからない  

2 移植医療や臓器提供に∋いぞ何かお話にな∋ていましたか？  

話していたことがある   話していない   わからない  

3 臓器の提供に関する話を、県の専門職昌からお聞きになり   

ますか？（腎臓は意思表示カードがなくても心停止後に提供が可能です）  

聞いてみてもよい  聞きたくない  

記入された方のお名前  

ご協力ありがとうございました  

医療スタッヲの皆様へ  

∈ちらの用紙をお受け取りになられましたら、下記まで御連絡ください。  

連絡受付ダイヤ抽℡892ロ432ロ55ヲヲ  
（福岡県移植コーディネーター）  

細岡岡麒   
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医二重  

事 務 連 絡  

平成18年6月23日  

各都道府県衛生主管部（局）担当者 殿  

厚生労働省健康局   

疾病対策課臓器移植対策室  

移植医療の普及啓発に関する取組みについて（調査）   

臓器移埴の推進につきましては、平素から御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。   

今般、移植医療に係る普及啓発の検討を行うに当たりまして、各都道府県における  

取組み状況を把握いたしたいと存じますので、別紙について、7月7日（金）までに  

御回答下さいますよう御協力をお願いいたします。  

（照会先）   

健康局疾病対策課臓器移植対策室   

中村、有賀   

TEL：03（3595）2256   

FAX：03（3593）6223  
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（別紙）  

移櫨医療の普及・啓発の取組みについて（調査票）  

都道府県：  

1．臓器移植対策担当課室について  

（1）担当課室t係：  

（2）担当係について  

① 担当係の人数：  

② 担当係の主な業務   

（例：臓器移埴、造血幹細胞移植、00関連業務）  

2．都道府県臓器移植コーディネーターの人数等について  

（1）都道府県臓器移植コーディネーターの人数：  

（2）勤務形態   

① 常勤・非常勤の別  

・常勤  

一非常勤：  

② 専任・兼任の別  

・専任  

・兼任  
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（3）都道府県コーディネーターの所属先  

3．臓器提供施設の体制整備■活動の支援について  

（1）臓器提供施設等に対する研修会、講習会の実施の有無  

有 ・ 無  

→「有」の場合、その内容及び開催実績（平成17年度）  

（2）院内コーディネーター制度について   

任）院内コーディネーター制度  有 ・ 無  

壇）院内コーディネーターの概要  

人  

・職種（例：医師○名、看護師○名 等）  

・役割  
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③ 院内コーディネーターを設置している病院の数  

施設  

④ 院内コーディネーターの委嘱者  

⑤ 都道府県による院内コーディネーターの活動費の支給の有無  

有 ・ 無  

→「有」の場合、   全額 － 一部  

⑥ 院内コーディネーターに対する研修の実施の有無  

有 ・ 無  

⑦ その他、院内コーディネーターに対する支援の有無  

有 ・ 無  

一→有の場合、その内容  

（3）臓器提供施設に対する交付金・感謝状等の交付  

有   無  

→有の場合、その内容   



（4）その他、体制整備・活動の支援の実施の有無  

（例：臓器提供施設内のマニュアル整備の支援 等）  

有 ・ 無  

－・「有」の場合、その内容  

4．移植医療に関する普及啓発の取組み等について  

（1）普及啓発事業の実施状況  

各都道府県において普及啓発に関する特徴的、あるいは重点的に取り  

組んでいる事業がありましたら御記入下さい。  

（2）臓器バンク等への支援について   

都道府県内の臓器バンク等に対する支援の有無及びその内容を御記入下さい。  

（3）臓器提供者に対する感謝状の交付等  

有   無  

→有の場合、内容t交付者等  

17   



5．移植関連関係者（臓器提供施設、関係団体等）との連携の状況について  

（1）臓器移植関連推進協議会等の状況について  

有 ・ 無  

→「有」の場合  

（D 名称  

② 構成  

③ 最近の開催状況及び内容（平成17年度）  

（2）その他、関係者との連携の状況について  

6．このほか、移植医療を推進するために行っている事業等について御記入   

下さい。  
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7．臓器提供施設の体制整備の支援及び普及啓発の取組みに当たって、普段感じてい   

ることがありましたら御記入下さい。  

担当者  

※ それぞれの質問に関して、参考となる資料がありましたら、添付をお願いします。  

御協力ありがとうございました。  

④   




